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平成 30年３月 27日 

和歌山県空家等対策推進協議会 

  

＜マニュアルの目的＞ 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号。以下、「空家

法」という。）に基づき、市町村は空家等の所有者等に対し、空家等の適切な管

理を促進するため、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるとされ

ている（12条）。そのうえで、特定空家等の所有者等に対しては、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう

助言又は指導、勧告、命令、代執行することができるとされている。さらに過失

なくその措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合は、略式代執行

ができるとなっている（14 条）。 

これらの行政指導、行政処分を行うには、所有者等の特定作業が必須であるも

のの、相続登記がされていない等の理由により、その作業に要する負担が大きく

なっている。また、空家法に基づく代執行は全国的にも実績が増えてきているも

のの、代執行に向け整理すべき事項は多岐にわたるとともに、費用回収できてい

ない事例が多い。 

そのため、本マニュアルは、市町村の担当職員が、管理不十分な空家等を確知

した際に、法第 14 条の対象となる特定空家等に対し、円滑に対応できることを

目的に、所有者特定作業を明確化するとともに、市町村等、利害関係人による対

応手法について幅広く整理し、空家等の状況に応じて、対応手法を選択できるこ

とを目指した。今後運用していくなかで、適宜、更新していくものとする。 
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 第１章 空家等の状態に応じた空家等の所有者等の確知方法 

「行政指導する空家等（空家法第 12 条）」か「空家法第 12 条に基づき指導する

も未対応の空家等」及び「特定空家等に認定し行政処分を見据え対応する空家等（空

家法第 14条）」かに場合分けした所有者等の確知方法・フローは次のとおりである。 

 

１．空家法第１２条に基づく助言（空家等）・・・参考情報 

空家等の所有者等への対応を進めるうえでの、所有者等の確知方法を順にまとめる。

空家法第 12条に基づく助言等を行う場合は、空家法第 10条に基づき、利用できる情

報を活用し、所有者等に限定せず迅速に対応をしてくれる者の特定を行うことが求め

られる。本マニュアル作成にあたり、専門部会所属の市町（助言等の実績が多い自治

体）の取組みからいえることは、登記簿情報や住民票情報よりも、固定資産税情報を

活用した場合に、対応をしてくれる者に迅速にたどり着きやすいということである。

相続登記がなされておらず登記簿上の所有者が死亡している場合においては、特に、

固定資産税を納付してくれている者が、空家等の管理を行っている（所有者または管

理者である）場合が多いと考えられる。 

ただし、税情報も絶対ではなく、免税点※以下等により課税されず、納税義務者へ

の通知が行われていない場合には、情報が最新でない場合があるため、注意が必要で

ある。 

また、当該所有者等が必要な対策を講じない場合において、空家法第 14 条に基づ

く助言又は指導、勧告、命令の手続きに移行せざるを得ない場合には、当該空家等に

関する権原の有無を確定させる必要があるため、その所有者等の特定についてより慎

重に行う必要がある。詳細は「２．空家法第１４条に基づく助言・指導、勧告、命令

（特定空家等）」を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※免税点 

同一人が所有する土地、家屋のそれぞれの課税標準額（税額計算の基礎となる金額）の合計が次の

金額に満たない場合、固定資産税・都市計画税の課税されない額 

 土地：30万円、家屋：20万円 

 （県内市町村のなかには、地方税法第 351 条ただし書きの規定により免税点を上記金額より低く設

定している場合がある） 

 

＜参照条文＞ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第 127号） 

(空家等の所有者等に関する情報の利用等) 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって

氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度にお

いて、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ （略） 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地

方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めるこ

とができる。 

(所有者等による空家等の適切な管理の促進) 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報

の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 
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（１）所有者等の調査フロー図（空家法第 12条による対応） 

 所有者等を確定させられなくとも、空き家への対応をしてくれる者の特定フロー

は下記のとおりである。対応者が現れた時点で、以降の調査は不要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）行政資料による情報収集とその注意事項 

 空家法第 12条による対応に際し、所有者等を確知するためには、空家法第 10条

第１項に基づき、行政情報の内部利用を行うことが有効であると考えられる。その

方法の一つである固定資産税情報の活用を円滑に行うためには、事前に国土交通省

等の通知※を参考に、税務部局と照会の方法を調整しておくことが必要である。 

 また、空家法第 10 条により、固定資産税情報等の空家法施行のための利用及び

関係する地方公共団体等に情報の提供を求めることが認められているが、情報が個

人情報である場合には、空き家対策以外の目的に利用しないように留意すべきであ

ることは当然のことである。 
 
※ 平成 27 年２月 26 日付け国住備第 943 号・総行地第 25 号国土交通省住宅局住宅総合整備課長、

総務省自治行政局地域振興室長通知「固定資産税の課税のために利用する目的で保有する空家等の

所有者に関する情報の内部利用等について」によると、利用可能な情報は空家法施行のために必要

な限度の情報（空家等の所有者（納税義務者）又は必要な場合における納税管理人の氏名又は名称



7 
 

並びに住所及び電話番号）のうち不動産登記簿情報等として一般に公開されていないものについて、

地方税法第 22条の守秘義務に抵触することなく利用可能である。 

不動産登記簿情報等、一般に公開されている情報については、従前どおり地方税法第 22 条の守

秘義務に抵触することなく利用可能である。 

 

（３）所有者の相続人調査とその注意事項 

 行政資料による調査の結果、所有者が生存していない場合には、相続人の有無に

ついて調査する。詳細は「２．空家法第 14条に基づく助言・指導、勧告、命令（特

定空家等）（３）所有者の相続人調査とその注意事項」を参照のこと。 

 

２．空家法第１４条に基づく助言・指導、勧告、命令（特定空家等） 

  特定空家等への対応を進めるうえでの、所有者等の確知方法を順にまとめる。「（２）

行政資料による情報収集」、「（３）所有者の相続人調査」を行い、所有者等を特定し

たうえで、空家法第 14 条に基づく助言、指導など行政指導を行うこととする。所有

者等の調査フロー図の注釈に記載しているとおり、必ずしも順を追う必要はないが、

助言・指導、勧告、命令を見据え、所有権を確定させるためには、登記簿情報などは

確認しておく必要がある。 

なお、複数の所有者等が存在する場合には、確知できた所有者等から順に助言等を

行うことが考えられる。所有者等のうち、ひとりが自主的に改善を行うことや、ひと

りをきっかけに他の所有者等確知が進むことも期待できるため、所有者等の確知作業

と並行して対応を進めるものとする。 

  複数の所有者等が存在する場合、空家法第 14 条に基づく、助言、指導、勧告まで

は全ての所有者等の確知が終わらずとも行えるが、命令については、相手が勧告の措

置内容を履行する権原がない場合※には、空家法第 14 条第３項に規定する「正当な

理由」を有すると認められるため、注意が必要である。 
 

※ 民法上の保存行為（民法第 252条ただし書き）に該当するものであれば、当該措置を履行する権原 

がある場合がある。空家等を除却する場合には、共有者全員の同意が必要である（民法第 251 条）。 

保存行為（修繕等、物の現状を維持するための行為）：共有者が単独で実施可能 

管理（建物の模様替え等、物の性質を変えず利用等する行為）：共有者の持分価格に従い、その過半数で決定 

   変更（建物の取り壊しなど、物の性質を変える行為）：共有者全員の同意で実施可能  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参照条文＞ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第 127号） 

(特定空家等に対する措置) 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の

伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等につ

いては、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。 

2 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改

善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告すること

ができる。 

3 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな

かった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、そ

の勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

4～15 （略） 
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（１）所有者等の調査フロー図（空家法第 14条による対応） 

   命令等の行政処分を行うことを見据え、特定空家等の所有者等の特定フローは下

記のとおりである。これらの調査の結果、所有者等が判明しない場合には、空家法

第 14条第 10項に規定される「過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することが

できないとき」に該当すると考えられる。 

 

※なお、以下のような見解もある。 

「空家法の実施においては、相続人をひたすら探索することが目的なのではない。重要なのは、特定空

家等が発生させている種々の外部性への対応である。したがって、行政がその存在を把握して特定空

家等と認定をした物件に関しては、探索にかける期間に、たとえば２か月というように制約を設ける

べきであろう。命ずべき相手方を過失なく確知できない場合には、空家法 14条 10 項にもとづく略式
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代執行が可能となるが、前述の通り、ガイドラインは、「少なくとも、不動産登記簿情報等一般に公開

されている情報や住民票情報等市町村が保有する情報、法第10条に基づく固定資産課税情報等を活用」

することが必要としている。これは、行政だけでも調査可能である。しかし、略式代執行の違法性が

事後的に訴訟で争われた場合、裁判所が、これだけの調査をもって十分と評価するかどうかは定かで

はない。念のためという観点からは、期間を区切って司法書士に探索を依頼するという契約の締結も

ありえるだろう、「過失なく確知できない」という判断に説得力が一層生まれる。また、略式代執行費

用の徴収を考えると、実施後に、一定期間を限っての調査継続をすることが適切ではないだろうか。

マニュアルを整備しておくのが望ましい」北村喜宣「空き家問題解決のための政策法務」（第一法規、

2018 年）P255～256 
 

（２）行政資料による情報収集とその注意事項 

   市町村の空き家対策担当者は、通報等により現地確認を行うことになるが、その

際、自治会長や近隣者などへの聞き取りなどを行い、所有者の情報収集に努めるも

のとする。そのうえで、下記の順により行政資料を収集する。 

 

①建物や土地に関する登記簿情報（空家法第10条第１項・第３項・不動産登記法第 119 条） 

登記に記録されている事項は第三者に対して権利を主張しているため、空家の

所有者等を調査するうえで、最も基本的な資料になる。空家等の所有者等に対し、

助言等を行ううえでは、登記事項証明書などを取得し建物登記を確認すれば問題

ないが、後々の命令・代執行等を見据えると、土地登記も同時に取得しておくこ

とが望ましい。空家法の空家等には空き家の建つ敷地（以下、底地という。）が

含まれていることと、跡地に利用価値がある場合には、市町村が対応せずとも進

む場合もあり、市町村が対応する場合においても、「財産管理人を選任する」か、

「代執行する」かなど対応手法について検討する際、建物所有者と土地所有者を

把握しておく必要があるからである。 

    （建物登記の有無） 

    ・有→②以降へ 

    ・無（表示登記のみの場合含む）→土地登記を確認 

    （土地登記の有無） 

    ・有→土地所有者に聞き取り 

    ・無（表示登記のみの場合含む）→④～⑥の確認、財産管理人選任等の検討 

   ②住民票情報（空家法第 10条第１項・第３項・住民基本台帳法第 12条の２） 

   ③戸籍情報（空家法第 10条第１項・第３項・戸籍法第 10条の２） 

    登記簿で確認できた所有者が死亡していた場合には、相続人調査を実施 

     →「（３）所有者の相続人調査」へ 

   ④（市町村の保有情報）固定資産課税、水道事業の契約者、地籍調査票（空家法第 10

条第１項） 

    住民票情報が保存期限を経過し、収集できない場合は、固定資産課税情報等の

活用が考えられる。利用できる情報の範囲は固定資産税情報にかかる通知のとお

り、空家法施行のために必要な限度として、氏名又は名称並びに住所及び電話番

号と考えられる。 
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   ⑤（外部機関の保有情報）電気、ガス供給事業者との契約者情報（空家法第 10条第３項） 

    未登記、非課税物件の場合等は、電気、ガスの契約者情報の活用が考えられる。

空家法第 10 条第３項では、「市町村長は、・・・・情報の提供を求めることがで

きる」と規定されており、電気、ガス供給事業者に対し、契約者情報の提供を求

めることができるが、県内の市町が照会したところ、個人情報保護の観点から断

られたケースがあり、活用できる可能性が低いと思われる。 

   ⑥その他（医療、介護、生活保護情報など）（空家法第 10条第１項・第３項） 

今後、市町村内で調整が必要であるが、空家等の所有者は住民票の移動手続き

をせずに、福祉施設等に居住している例もあり、場合によっては、福祉部局が持

つ情報の活用が考えられる。一方で、福祉施設等への入所が判明しても、認知症

等により判断能力が不十分なことがあり、その場合には、親族等に対し、成年後

見人の選任等の助言が考えられる。 

 

  ◆注意すべき事項 

・建物や土地に関する登記簿情報（登記事項証明書） 

   ＊登記事項証明書に代わる書類として、登記事項要約書（認証文や作成年月日などは記載

されない）でも対応できる場合もあるが、登記事項要約書は現在有効な権利だけが記載

されており、過去の権利の発生・移転・消滅の履歴は判らず、権利の発生原因（売買等）

も省略されていることから、所在不明の際の対応などにおいては登記事項証明書（全部

事項）が望ましい。 

   ＊登記手数料令（昭和 24 年５月 31 日 政令第 140 号）第 19条の規定に基づき、管轄法

務局への公用申請により交付を受けることができる。 

  ・住民票情報（住民票の写し／記載事項証明書） 

   ＊住民票の写しには、原則として「世帯主の氏名、続柄、本籍、筆頭者、備考等」の記載

は省略されているため、交付の申請にあたっては、必要に応じ、省略事項の記載につい

て申請する必要がある。 

   ＊住民基本台帳法（昭和 42年７月 25日 法律第 81号）第 12条の２の規定に基づき、対

象者が住民登録をしている市区町村役場に公用申請による交付を受けることができる。 

・戸籍情報（戸籍事項証明書／戸籍の附票） 

   ＊戸籍法（昭和 22年 12 月 22 日 法律第 224 号）第 10条の２の規定に基づき、本籍地の

市区町村役場へ公用申請により交付を受けることができる。 

   ＊戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、

その戸籍が編製されてから現在に至るまでの在籍者の住所の履歴が記録されている。 

 ・固定資産課税情報 

   ＊納税通知書の送付先は、相続人代表者や納税管理人であることがあり、所有権を認める

ものではないため、注意が必要である。 

 

 （３）所有者の相続人調査とその注意事項 

  行政資料による調査の結果、所有者が生存していない場合には、相続人の有無につ

いて調査する。具体的には、死亡した所有者の戸籍情報（戸籍事項証明書、除籍事

項証明書、改正原戸籍（謄本、抄本））を公用申請により収集し、相続人の有無につ

いて調査する。 
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   （相続人の有無） 

   ・有→相続人の所在を確認 

   ・無（不明な場合、相続人全員が相続放棄を含む）→財産管理人選任等の検討 

   ＊法定相続人が相続放棄しているかどうかについては、被相続人の最後の住所地を管轄す

る家庭裁判所に、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を申請すること

により調査が可能（空家法第 10条第３項）。 

 

 ◆注意すべき事項 

  ・相続人の調査 

   法定相続人の認定に必要な根拠法令としては、 

   ①旧民法（明治 31年６月 21日 法律第９号） 

   ②日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律、いわゆる応急措置法 

    （昭和 22年５月３日から同年 12月 31 日まで） 

   ③新民法（昭和 23年１月１日から） 

順位 

適用期間 

第一順位 第二順位 第三順位 

旧民法 

S22.5.2 以前 

（被相続人が戸主の場合）家督相続制度 

※（被相続人が戸主以外の場合）遺産相続（直系卑属→配偶者→直系尊属→戸主） 

応急措置法 

S22.5.3～S22.12.31 

配偶者  １/３ 

直系卑属 ２/３ 

配偶者  １/２ 

直系尊属 １/２ 

配偶者  ２/３ 

兄弟姉妹 １/３ 

新民法 

S23.1.1～S37.6.30 

配偶者  １/３ 

直系卑属 ２/３ 

配偶者  １/２ 

直系尊属 １/２ 

配偶者  ２/３ 

兄弟姉妹 １/３ 

新民法 

S37.7.1～S55.12.31 

配偶者  １/３ 

子    ２/３ 

配偶者  １/２ 

直系尊属 １/２ 

配偶者  ２/３ 

兄弟姉妹 １/３ 

新民法 

S56.1.1～ 

配偶者  １/２ 

子    １/２ 

配偶者  ２/３ 

直系尊属 １/３ 

配偶者  ３/４ 

兄弟姉妹 １/４ 

   ＊直系尊属 

    父母・祖父母など自分より前の世代の者で、直通する系統の親族のこと（養父母も含む）。

叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれない。 

   ＊直系卑属 

    子・孫など自分より後の世代の者で、直通する系統の親族のこと（養子も含む）。兄弟・

姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。 

 

・戸籍情報（除籍事項証明書／改製原戸籍） 

   ＊除籍とは、１つの戸籍に記載された構成員全員が死亡、婚姻、離婚、養子縁組、分籍、

転籍等の理由により除かれる戸籍をいい、戸籍は除籍簿として保存される。この場合、

構成員全員が除かれてはじめて除籍となるため、一人でも構成員が在籍しているときは

戸籍となる。 

   ＊改製原戸籍とは、戸籍法の改正により、すでにある戸籍を新しく改製し直したことによ

り除籍になったそれまでの戸籍のことをいう。新しく改製された戸籍には、それまでの

戸籍の中で死亡、婚姻、離婚等の理由により既に除かれている方は記載されない。 
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      参考）助言又は指導、勧告、命令にあたっての留意すべき事項 

 

① 特定空家等であることについての認定作業について 

和歌山県特定空家等の判断基準（平成 29 年２月８日策定）をもとに、空

家等の現地確認を行い、特定空家等の認定を行う。技術的な判断に迷う場合

は、必要に応じて県（建築住宅課、各振興局建設部）に建築技術職員の派遣

を求めるものとする。 

なお、法第９条に基づく立入調査を行う際には、原則として５日前までに、

当該空家等の所有者等にその旨を通知すること、立入調査員証を携行するこ

とに留意する。 

 

② 求める措置の妥当性について 

特定空家等のガイドラインにおいて示されているように、助言又は指導で

きる措置の内容は、当該特定空家等についての除却、修繕、立木竹の伐採そ

の他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置であるが、そのまま放置

すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上

有害となるおそれのある状態のいずれでもない特定空家等については、建築

物等の全部を除却する措置を助言又は指導することはできないことに留意

する必要がある。 

また、当該特定空家等の所有者等が、具体的に何をどのようにすればいい

のかが理解できるように、明確に示す必要がある。すなわち、「壁面部材が

崩落しそうで危険なため対処すること」といった概念的な内容ではなく、例

えば「壁面部材が崩落しないよう、東側２階部分の破損した壁板を撤去する

こと」等の具体の措置内容を示すべきである。また、建築物を除却する場合

にあっても、建築物全部の除却なのか、例えば２階部分等一部の除却なのか

等除却する箇所を明確に示す必要がある。措置の内容は、周辺の生活環境の

保全を図るという規制目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内のも

のとしなければならない。したがって、例えば改修により目的が達成され得

る事案に対し、いたずらに除却の勧告をすることは不適切である。 

さらに、特定空家等と認定し、指導、勧告、命令を進めていくうえでは、

空家法第 14 条に基づく行政指導の段階で求めた措置以上のことを、命令す

ることはできないため、求める措置の内容には十分注意すべきである。 

 

③ 証拠記録の整理について 

特定空家等の所有者等に対し、空家法第 14 条に基づき必要な措置を助言

又は指導、勧告、命令をするにあたり、命令の際には、意見を述べる機会（意

見書や意見聴取）を与えていることから、証拠記録の整理を適切に行うべき

である。 

 ・求める措置の妥当性を裏付けるため、対象部分の写真、測定中の写 

真、数値等を正確に記録する。 

 ・現地調査は二人以上で行うことが望ましい。 
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第２章 利害関係人（市町村、底地所有者等）の取るべき対応方法 

通報等により、空家等を確知した市町村は現地調査を行い、当該空家等への対応が

必要と判断した場合、第一義的には所有者等が対応すべきものであるため、所有者等

に対し、対応を促すことを原則とする。 

本マニュアルで対象とする所有者等が所在不明等により、所有者等による対応が期

待できない場合において、通行人等へ危険が切迫している場合には、所有者等以外の

利害関係人（市町村等）による対応を検討するものとする。 

所有者不明等の空家等に対し、市町村は、和歌山県特定空家等の判断基準の判定に

基づき、空き家の状態を対応が必要な緊急度により分類し、下記のとおり対応するも

のとする。下記フローは参考であり、空き家の状態に応じて、適宜、専門家の助言を

得ながら進めるものとする。 
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１．空家法第１２条に基づく助言（空家等）・・・参考情報 

 （１）対応手法とその注意事項 

前掲したフロー図のとおり、対応緊急度が低く、特定空家等に該当しない空家等

に対して、市町村は、所有者等が不明な場合には、底地所有者や近隣住民に対し、

前頁のフローのとおり、市町村として対応すべき空家等の状態にない場合は、訴訟

提起、財産管理人の選定、失踪宣告の手法があることを伝えることが考えられる。 

しかしながら、いずれの手法も時間的、金銭的な負担を伴うことから、底地所有

者等からは市町村による対応を求められる場合が想定されるが、その際には、特定

空家等の判断基準に基づき、優先順位を付けたうえで対応すべき空家等に対しては

対応しており、当該空家等は現時点では市町村が対応する空家等には該当しない旨、

丁寧に説明すべきである。 

  所有者等が判明している事例ではあるものの、県内の市町村の中には、空き家所

有者に対し、除却等を助言する際、近隣住民の声を聞き取り、跡地購入の意向があ

る場合においては、所有者と購入希望者の間に入り、解体費用の相場や登記手続き

等を助言することにより、問題の解決を促している取組みもある。所有者等が存在

しない、あるいは不明の場合には、財産管理人を選定し、これらの手続きを進める

ことが考えられる。 

 

 

 

 （参考）田辺市の取組み（国土交通省作成事例集より） 
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２．空家法第１４条に基づく助言・指導、勧告、命令（特定空家等） 

 （１）対応手法とその注意事項 

  前掲したフロー図のとおり、市町村は特定空家等の状態、対応緊急度、必要経費、

要する期間等を考慮したうえで、対応手法を選択するものとする。近隣住民等に対

し、対応を求める場合には、適宜、和歌山県空家等対策推進協議会が整備する相談

体制を活用し、相談員や相談会を案内することにより、地域住民が対応にかかる手

続きや費用等を把握し、対策を進めやすいように促すものとする。 

  以下、所有者等が行方不明や相続人不存在等の場合における、注意事項や費用・

期間の目安を示す。あくまで目安であるため、案件により異なることに要注意。 

なお、訴訟や財産管理人の手続き等を弁護士や司法書士（法務大臣の認定を受け

た司法書士については、簡易裁判所における訴額140 万円以下の訴訟等の代理が可

能）に依頼することも考えられるが、その場合の報酬は示していない。 

 

 ア．所有者が行方不明の場合 

 

（近隣住民等：底地所有者・隣地所有者） 

  ・訴訟提起（公示送達による訴訟遂行）（民事訴訟法第 111 条） 

 

 

 

 

近隣住民等が妨害予防請求や建物収去土地明渡請求等を求め、訴訟手続きに

要する費用や対策費用（解体等）を負担する金銭的な余裕があるのであれば、

比較的短期間に特定空家等の状態を改善（撤去等）できる可能性がある。 
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    空家等の所有者（裁判の名宛人）は判明しているもののその所在が不明である

ため、通常の手続きにより送達することができないとして、空家等への必要な措

置を行うよう空家等の所在する裁判所※に公示送達を申し立てることができる。 

    判決を取得すれば、判決に記載された空家所有者のすべき措置を相手に代わっ

て行うこともできる。（代替執行：民事執行法第 171 条） 

    底地所有者については、建物収去土地明渡請求を行い、請求が認められ、空家

所有者が建物撤去を行わない場合には、代替執行が可能である。 

    ※ 裁判所 

      訴訟の目的の価格（その訴えにおいて原告が求める判決によって受ける権利を経済的に計っ

たもの）による【140 万円以下・・・簡易裁判所  140 万円超・・・地方裁判所】 

 

   （必要経費）  訴訟提起のための費用 

            ・収入印紙 訴訟額による 

                  （例 訴額 100 万円の場合１万円） 

            ・連絡用郵便切手 （和歌山地方裁判所に要確認） 

           強制執行申立てのための費用 

            ・収入印紙 300 円（執行文付与申請） 

            ・収入印紙 150 円（送達証明申請） 

           ＊空家所有者に財産があれば執行に要する費用回収も可能。 

           解体費用 

            ・約 4.4 万円／坪（補助事業を実施された市町の実績から） 

   （要する期間） 訴状の提出（公示送達） 

            ＜約１～２ヶ月＞ 

口頭弁論、原告の請求内容・主張の陳述、証拠の提出 

            ＜約１ヶ月＞ 

           判決言渡し 

            ＜約１ヶ月＞ 

           強制執行の申立て 

            ＜約１～数ヶ月＞ 

           強制執行 

 

  ・不在者財産管理人の選任申立て（民法第 25～29 条） 

 

 

 

 

    不在者の財産保護や利害関係人の利益保護のために家庭裁判所が不在者財産

管理人を選任し、この不在者財産管理人が財産を管理することになる。 

    隣地所有者等は、本来不在者に対して請求すべき事項を不在者財産管理人に要

求したり、訴訟を提起することができる。 

一方、不在者財産管理人は裁判所の許可を得て不在者の財産を処分（例 解体）

近隣住民等は訴訟同様、金銭的な負担は必要で、対応には訴訟よりも長い時

間を要する可能性が高いものの、「行方不明の空家等の所有者に財産がある」、

あるいは「跡地を売却できる」場合には、低額で対応できる可能性がある。 
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することが可能である。 

 

   （必要経費）  申立てに要する費用 

            ・収入印紙 800 円分 

            ・連絡用郵便切手 （和歌山家庭裁判所に要確認） 

           予納金（和歌山家庭裁判所に要確認） 

＊不在者の財産が多い場合や、管理人の候補者が低額の報酬でよい

という場合には、予納金の免除、減額が認められる可能性がある

ことから裁判所と調整が必要。 

＊所有者不明土地問題研究会の報告書によると、一部の家庭裁判所

では、簡易な財産目録の作成や財産の管理を継続することが相当

でなくなったときの早期の管理終了を可能とする柔軟な実務運用

がされているとのことから、裁判所と要調整。 

   （要する期間） 不在者財産管理人選任の申立て 

            ＜約２週間～１ヶ月＞ 

不在者財産管理人選任の審判 

           財産目録の提出 

            ＜約１～２ヶ月＞ 

           権限外行為許可の申立て 

            ＜約１～２週間＞ 

           権限外行為の許可 

           権限外行為の遂行 

 

  ・失踪宣告制度（民法第 30～32 条） 

 

 

 

 

 

    空家等所有者の生死が不明の場合には、利害関係人は家庭裁判所に対して、失

踪宣告の請求ができる。 

    不在者の生存が証明された最後の時から７年間その生死が明らかでない場合

などが対象となる。不在者が死亡したと擬制された結果、相続手続きが始まり、

結果、相続人が空家等への措置を行うことになる。 

 

   （必要経費）  申立てに要する費用 

            ・収入印紙 800 円分 

            ・連絡用郵便切手 （和歌山家庭裁判所に要確認） 

           官報公告料 3,775 円×２件 

   （要する期間） 失踪宣告申立て 

           事前調査 

相続人となるべき人が判明しており、対応してもらえる場合は、低額で対応

できるが、対応には訴訟よりも長い時間を要する可能性が高いうえ、これま

で放置されてきた空家等に対し、活用できる事例はそれほど多くないと考え

られる。 
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公示催告 

            ＜３ヶ月（普通失踪）＞ 

           失踪宣告の審判 

           失踪宣告の審判確定 

 

（市町村） 

  ・不在者財産管理人の選任申立て   前述のとおり 

 

  ・略式代執行（空家法第 14条第 10項） 

 

 

 

 

    過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（§

１－２－（１）所有者等の調査フロー図参照）は、市町村長は略式代執行ができ

る。 
 

  登記簿上の所有者等が死亡しており、複数の相続人がいる場合に、その一部に

ついて行方不明者がいる場合、相続人の把握作業を行い、確知できた相続人（＝

所有者等）全員に対して、助言または指導、勧告を行うこととする。命令は、勧

告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合に

しかできないため、確知できた相続人だけでは措置をとる権原が無い場合、略式

代執行措置を講ずることが考えられる。 
 

   例）橋本市（平成 29年８月 11日～24日） 

   （必要経費）  解体工事 約 130 万円 

   （要する期間） 空き家の確知 

           空き家所有者等の調査、指導、勧告 

            ＜約２年６ヶ月＞ 

           略式代執行の公告 

            ＜１ヶ月＞ 

           略式代執行の開始 

            ＜0.5 ヶ月＞ 

・担当職員２名で一日に２度現場巡視、写真記録 

・動産確認 

           略式代執行の終了 

 

  

緊急度が高い場合には、市町村による略式代執行の実施が考えられる。費用

回収できる可能性は低く、回収段階で財産管理制度等の活用が必要になるが、

特定空家等の状態を改善（撤去等）までは比較的短期間で終えることが可能。 
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 イ．相続人が不存在・全員が相続放棄している場合 

 

（近隣住民等：底地所有者・隣地所有者） 

  ・訴訟提起（特別代理人選任申立による訴訟遂行） 

 

 

 

 

 

    財産管理人が選任されていない場合、遅滞のため損害を受けるおそれがあるこ

とを疎明して、特別代理人の選任を求めて妨害予防請求訴訟を提起することがで

きる。 

    判決を取得すれば、判決に記載された特別代理人のすべき措置を相手に代わっ

て行うこともできる。（代替執行） 

    底地所有者については、建物収去土地明渡請求を行い、請求が認められ、空家

所有者が建物撤去を行わない場合には、代替執行が可能である。 

 

   （必要経費）  申立てに要する費用 

            ・収入印紙 500 円分 

            ・連絡用郵便切手 （和歌山家庭裁判所に要確認） 

           予納金（和歌山地方裁判所に要確認） 

           強制執行申立てのための費用 

            ・収入印紙 300 円（執行文付与申請） 

            ・収入印紙 150 円（送達証明申請） 

解体費用 

            ・約 4.4 万／坪（補助事業を実施された市町の実績から） 

   （要する期間） 特別代理人選任の申立て 

            ＜約２週間～１ヶ月＞ 

特別代理人選任の審判 

訴状の提出 

            ＜約１ヶ月＞ 

口頭弁論、原告の請求内容・主張の陳述、証拠の提出 

            ＜約１ヶ月＞ 

           判決言渡し 

            ＜約１ヶ月＞ 

           強制執行の申立て 

            ＜約１～数ヶ月＞ 

           強制執行 

 

  

近隣住民等が妨害予防請求や建物収去土地明渡請求等を求め、訴訟手続きに

要する費用や対策費用（解体等）を負担する金銭的な余裕があるのであれば、

比較的短期間に特定空家等の状態を改善（撤去等）できる可能性がある。 

所有者不明の場合と異なり、特別代理人選任のための期間を要する。 
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  ・相続財産管理人の選任申立て（民法第 951～959 条） 

 

 

 

 

    相続財産保護や利害関係人の利益保護のために家庭裁判所が相続財産管理人

を選任し、この相続財産管理人が財産を管理することになる。 

    隣地所有者等は、本来相続人に対して請求すべき事項を相続財産管理人に要求

したり、訴訟を提起することができる。 

    相続財産管理人は裁判所の許可を得て被相続人の財産を処分（例 解体）する

ことが可能である。 

 

   （必要経費）  申立てに要する費用 

            ・収入印紙 800 円分 

            ・連絡用郵便切手 （和歌山家庭裁判所に要確認） 

           官報公告料 3,775 円 

予納金（和歌山家庭裁判所に要確認） 

＊被相続人の財産が多い場合や、管理人の候補者が低額の報酬でよ

いという場合には、予納金の免除、減額が認められる可能性があ

ることから裁判所と調整が必要。 

   （要する期間） 相続財産管理人選任の申立て 

            ＜１ヶ月程度＞ 

相続財産管理人選任の審判 

           相続財産管理人選任の公告 

            ＜２ヶ月＞ 

           相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告 

            ＜２ヶ月＞ 

           相続人捜索の公告 

            ＜６ヶ月以上＞ 

           相続人不存在の確定 

           権限外行為許可の申立て 

            ＜約１～２週間＞ 

           権限外行為の許可 

           権限外行為の遂行 

           特別縁故者への相続財産の分与 

            ＜公告期間満了後３ヶ月以内＞ 

 

（市町村） 

  ・相続財産管理人の選任申立て   前述のとおり 

  ・略式代執行（空家法第 14条第 10項）   前述のとおり 

  

近隣住民等は訴訟同様、金銭的な負担は必要で、対応には訴訟よりも長い時

間を要する可能性が高いものの、「死亡した空家等の所有者に財産がある」、

あるいは「跡地を売却できる」場合には、低額で対応できる可能性がある。 
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第３章 その他 

１．国補助制度 

（１）社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業） 

 

（２）空き家対策総合支援事業補助金 
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※略式代執行に係る除却費用は国費の対象となる（下表、国土交通省作成資料）。 
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２．隣地所有者等に対して対応を促す際に有効な制度（税制など） 

「§２－１－（１）対応手法とその注意事項」に参考事例として、記載している

田辺市の取組みなどが参考になる。今後も県が継続して事例を収集し、市町村に情

報共有するものとする。 

 

３．不動産業者等に対して買取を促す取組み 

平成 30年度税制改正は以下のとおりである。 

 

 

４．空き家に残された動産の取扱い 

代執行の対象となる所有者が不明の特定空家等の中に相当の価値のある動産が

存する場合、まず、運び出すよう公示し、連絡が無い場合は保管し、期間を定めて

引き取りに来るよう公示することが考えられる。その場合、いつまで保管するかは、

法務部局と協議して適切に定める。 

県が景観支障防止条例に基づき那智勝浦町の廃墟を代執行により撤去した際に

は、義務者に動産の引き取り・廃棄の意思がなかったため、引き取りに要する期間

（保管場所の確保、運送の手配）を考慮し、3 ヶ月の期間を設定し保管することと

した。この間に引き取りがなかったため、県は事務管理の義務を免れるとして、処

分を行った。 

また、公営住宅における単身入居者死亡後の残置物への対応については、平成 29

年１月25日付け国住備第105号国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知において、

方針が示されており、参考になる。その中では、相続人が明らかでない場合の事業

主体による残置物の移動、保管等について、何点か留意点が示されているので、主
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なものを列記する。 

・財産権を侵害しないように留意しつつ、適切に移動を行うこと。 

・保管すべきものと廃棄すべきものとに分別し、移動費用及び保管費用の低減を

図ること。先進的な事業主体の例は以下のとおり。 

 ＊一身専属的なもの（位牌、遺影、遺骨等）及び換価価値が見込まれるもの（新

品と同程度の電化製品、家具等）については、倉庫に保管 

 ＊食品、衣類、その他生活用品で換価価値が見込まれないものについては廃棄

処分 

 ＊法令により個人の所持が禁じられているもの（銃刀、麻薬等）については、

所管の警察署長へ届出 

・保管場所については、入居者の募集を行っていない公営住宅の空室等の活用等

により、保管費用の低減に努めること。移動の際の注意点は以下のとおり。 

 ＊複数の職員により、残置物に関する目録を作成、写真撮影等を行い、残置物

の分別等の記録を残しておくことが望ましい。 

 ＊残置物のうち一身専属的なものの判断をより適切に行うため、当該単身入居

者の事情等を知る自治会役員等の立会いのもので行うことが望ましい。 

 

５．市町村の取組み、関係団体等との連携（別添 相談体制にかかる資料） 
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第４章 参考資料 

１．様式一覧 

①所有者特定作業 

・住民票情報の取得（住民基本台帳法第 12条の２の規定に基づく公用申請） 

・戸籍情報の取得（戸籍法第 10条の２の規定に基づく公用申請） 

・登記簿情報の取得（登記手数料令第 19条の規定に基づく公用申請） 

・固定資産課税情報の取得 

 （空家等対策の推進に関する特別措置法第 10条第１項） 

・相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書 

   （空家等対策の推進に関する特別措置法第 10条第３項） 

 

②訴訟提起 

・訴状 

・執行文付与申請書 

・送達証明申請書 

 

③不在者財産管理人 

・家事審判申立書(不在者財産管理人選任) 

・家事審判申立書(不在者財産管理人権限外行為許可) 

 

④失踪宣告 

・家事審判申立書(失踪宣告) 

 

⑤相続財産管理人 

・家事審判申立書(相続財産管理人選任) 
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＜参考様式：所有者特定作業＞ 

住民票情報の取得（住民基本台帳法第 12条の２の規定に基づく公用申請） 

戸籍情報の取得（戸籍法第 10条の２の規定に基づく公用申請） 
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＜参考様式：所有者特定作業＞ 

登記簿情報の取得（登記手数料令第 19条の規定に基づく公用申請） 

 

 

○○市町村長  ○○ ○○ 
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＜参考様式：所有者特定作業＞ 

固定資産課税情報の取得（空家等対策の推進に関する特別措置法第 10条第１項） 
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＜参考様式：所有者特定作業＞ 

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書 

（空家等対策の推進に関する特別措置法第 10条第３項） 
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＜参考様式：訴訟提起＞ 

訴状 
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＜参考様式：訴訟提起＞ 

執行文付与申請書 
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＜参考様式：訴訟提起＞ 

送達証明申請書 
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＜参考様式：不在者財産管理人＞ 

家事審判申立書(不在者財産管理人選任) 
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＜参考様式：不在者財産管理人＞ 

家事審判申立書(不在者財産管理人権限外行為許可) 
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＜参考様式：失踪宣告＞ 

家事審判申立書(失踪宣告) 
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＜参考様式：相続財産管理人＞ 

家事審判申立書(相続財産管理人選任) 
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２．参考文献一覧 

 ・空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127 号） 

  第 10 条（空家等所有者等に関する情報の利用等） 

第 14 条（特定空家等に対する措置） 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html 

 

 ・特定空家等に対するガイドライン 

   第１章３．所有者等の特定 

   第３章７．過失なく措置を命ぜられる者を確知することができない場合 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html 

 

 ・所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索利活用のためのガイドライン 

  （平成 29年３月 所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会） 

http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/iten/shoyusha.guideline.html 

 

 ・国土審議会土地政策分科会特別部会中間とりまとめ 

  （平成29年12月 国土審議会土地政策分科会特別部会） 

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo02_sg_000121.html 

 

 ・所有者不明土地問題研究会最終報告 

  （平成29年12月13日 所有者不明土地問題研究会） 

http://www.kok.or.jp/project/fumei.html 

 

・福井県空き家対策マニュアル（平成 27年８月 福井県空き家対策協議会） 

   Ⅰ空き家所有者等の特定 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/akiyamanyuaru2.html 

 

 ・所有者所在不明・相続人不存在の空家対応マニュアル（平成 29年３月 埼玉県川口市） 

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/36050037/36050037.html 

 

 ・法務と連携した空き家所有者等特定マニュアル（平成 29年３月 福岡県福津市） 

http://www.city.fukutsu.lg.jp/kenkou/toshi/akiya.php 

 

 ・相続人調査マニュアル（平成 29年３月 長野県小諸市） 

http://www.city.komoro.lg.jp/doc/2017022400082/ 


